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平和構築においては、具体的な目標として当該国・地域に民主主義を実現することが掲げ

られる。この目標に従い、国際社会による支援の下で紛争終結直後から民主化プロセスを

進め、今日に至って民主主義国家としての資格要件を備えたと評価される国もあるが、選

挙に向けた準備を進める過程で紛争当事者間の争いが再燃したり、選挙が行われた場合で

あっても選挙結果を不服として紛争が再発したりするようなケースは後を絶たない。 

このような現実を見た場合に、自然と沸いてくるのは、そもそもポストコンフリクト国に

平和的な民主主義国家を建設することは可能なのであろうか、仮に可能であるとしても国

際社会で一般に考えられているように外部からの支援がありさえすれば予見可能な短期間

の間にそのようなことが実現できるのであろうか、という疑問であろう。本研究ではこの

問いに答えるため、民主的国内平和に係る先行研究における問題点を整理した上で、民主

的国内平和論に係る一定の理論構築を試みることとした。 

民主主義が国内平和をもたらすという民主的国内平和（Democratic Civil Peace）論に対

して、この理論の検証と批判が行われてきている。とはいえ、これらの批判的な論者たち

も、民主化に伴う危険性に警笛を鳴らしつつ、民主的国内平和の実現可能性そのものを否

定する議論はしていない。むしろ、これらの論者は、民主化に必要な制度整備等の一定程

度の条件整備を行った上で民主化を進めることによって、ポストコンフリクト国にも民主

的平和を実現することが可能であるという主張を行っている。しかし、これらの論者が主

張する制度整備といった条件をポストコンフリクトという状況において果たして本当に満
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たしうるのかについては大きな疑問が残る。 

このような問題意識に立ち、本研究では、ポストコンフリクトの文脈、すなわち、和平合

意が結ばれた後の時期において、紛争当事者間の敵対関係がどのように変化し、その状況

が民主制度構築に如何なる影響を及ぼしたかを検証することとした。また、本研究におけ

るもう一つの関心として、ポストコンフリクトの文脈で民主制度化を進めるにあたり国連

をはじめとする国際社会の介入・支援が如何なる影響を与えてきたかを検証した。 

本研究では、①紛争当事者間の敵対関係、②民主制度化の状況、③国際社会の介入・支援

の 3 つを主たる変数として理論構築を行った。これら 3 つの変数のうち、①及び②は、③

によりある程度操作可能な変数と見た。②の民主制度化の状況については、先行研究を踏

まえ、(i)司法制度、(ii)治安制度（軍・警察）、(iii)政治・選挙制度の 3 つを主たる構成要素

として検討を行うこととした。 

理念型として、敵対関係の変数は、(i)対戦、(ii)停戦、(iii)終戦の 3 段階に定義した。他方、

民主制度化の変数は、理念型として、(i)非民主制度、(ii)移行期制度、(iii)民主的制度の 3

段階に定義した。国際社会の介入・支援は、紛争当事者間の敵対関係及び民主制度化の状

況に影響を及ぼし、これらの変数をある程度操作することが可能な変数であると考えた。

ここでいう国際社会とは、一義的にはポストコンフリクト期に展開する国連ミッション及

び関連国際機関であると考えた。介入・支援の態様としては、和平や停戦交渉の仲介とい

った外交的努力、そして、大規模な国連ミッションの展開という形での介入・支援を主た

る対象と考えた。これらの 3 つの変数の関係を分析するため、本研究では、①紛争当事者

間の敵対関係及び②民主制度化の状況の相互関係並びにこれらの両変数に対して③国際社

会の介入・支援が与えた影響を検証するために、①を縦軸に②を横軸に取ったチャートを

用いた分析を行った。 

本研究では、以下の 3 つの問いと仮説を設定し、その検証を行った。 

① 民主的国内平和への経路 

問い：民主的国内平和へは如何なる経路を辿るか。 

仮説：民主制度化は先行せずに、敵対関係の緩和が先行して民主制度化が進むことで民主

的国内平和が実現する。 

② 国際社会の介入・支援の効果 

問い：国際社会の介入・支援は、ポストコンフリクト期における民主的国内平和の実現に

対して如何なる効果を持ちうるか。 

仮説：国際社会の介入・支援は、激しく対立する紛争当事者に対して和解を強制すること

は困難である。同時に「民主的制度」の実現は、現地当事者の自発的な取組みが必要

であり、その意味で、敵対関係が強く残る中では、国際社会の介入・支援によっても

「民主的制度」を実現させることは困難であり、もって、民主的国内平和の実現も困

難である。 

③ 国際社会の介入・支援の出口戦略（exit strategy） 
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問い：自律的な民主的国内平和実現のために国際社会の介入・支援が超えさせるべき「し

きい値(＝threshold)」はどこか？ 

仮説：国際社会の介入・支援により敵対関係を停戦から終戦に移行させれば自律的に民主

的国内平和に向かう。すなわち、国際社会の介入・支援が超えるべき「しきい値」は、

停戦から終戦に向かう境界にある。 

 

本研究は、ケース・スタディ手法によって実施した。対象となるケースとしては、大規

模国連ミッションが展開して介入・支援を行った早期の例として、ナミビア、アンゴラ、

エルサルバドル、カンボジアの 4 カ国のケースを取り上げた。 

本研究における 4 カ国のケースの分析の結果、以下の結論が導き出された。第一の仮説に

ついては、ナミビアとエルサルバドルの事例において、仮説に従う形で敵対関係と民主制

度化の関係が推移していることが確認された。他方で、アンゴラとカンボジアの事例では、

仮説で想定したような曲線は描かれていないが、制度化が進展している際にはそれに先駆

けて敵対関係の緩和が生じており、仮説を裏付ける動きが見られていることが確認された。

以上から、4 カ国の事例は、いずれも本研究の仮説を概ね裏付けるものであった。 

第二の仮説については、本研究で検討した 4 カ国の事例から、紛争当事者のいずれか一者

のみであっても強硬に和平の履行を拒絶する勢力がいる場合には、当該勢力に和平の履行

を強要することは困難であるとの事実が確認された。 

第三の仮説については、制度化を先行させた事例では、民主制度化への動きは移行期制

度の段階で頓挫したままで、敵対関係が停戦から終戦へと移行し、「終戦－移行期制度」の

状況で停滞するという結果になっていたことが確認された。他方、4 カ国の 12 事例のうち、

「終戦－民主的制度」への移行を遂げたケースは基本的に「停戦－非民主的制度」の段階

から、「終戦－非民主的制度」へ跨ぐ境界線と、さらに「終戦－非民主的制度」から「終戦

－移行期制度」へ跨ぐ境界線の少なくとも二つの境界線を、平和構築型国連ミッションの

介入・支援の下で乗り越えている。そして多くの場合、平和構築型国連ミッションの介入・

支援の下で、さらに「終戦－民主的制度」までへの移行を実現している。敵対関係を緩和

しながら制度化を進める形で「停戦－移行期制度」まで国際社会が移行させれば、その後

は自律的に民主制度化が進展する可能性があるということで、この地点までは平和構築型

国連ミッションによる国際社会の介入・支援が最低限必要な部分であることが確認された。

ただし、基本的には、国際社会の介入・支援が「終戦－民主的制度」への移行が完了する

まで行われることが最も望ましいことが、4 カ国の事例から確認された。 

以上の結論より、以下の政策的示唆を導き出した。 

まず、第一の仮説に関する結論から、民主的国内平和が実現するためには、基本的に、

敵対関係を緩和させつつ、民主制度化を進展させるという経路を辿らせることが必要であ

るという示唆を導き出した。 

次に、第二の仮説に関する結論から、国際社会として有効な介入・支援を行うためには、
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かつての紛争当事者間の敵対関係の状況判断を行い、無駄となることが分かっている介

入・支援を断念することも必要であるとの示唆が導き出された。 

第三の「しきい値」に関する結論からは、ポストコンフリクトの文脈で「民主的国内平

和を実現する＝『終戦－民主的制度』の地点への移行を実現する」もっとも望ましい方法

は、「停戦－非民主的制度」を入り口点とした場合、その地点から平和構築型国連ミッショ

ンを展開し、敵対関係の緩和を先行させながら民主制度化を進めるというアプローチを進

め、少なくともこの関与を「終戦－移行期制度」までの地点、さらにできれば「終戦－民

主的制度」への移行が完了するまでの地点を出口点として実施することであるという示唆

を導きだすことができた。また、如何なる場合に平和構築型国連ミッションの投入を行う

べきかという「入り口戦略」に関しても、民主的国内平和の実現が極めて困難であるとい

う見通しがある場合には、国際社会による介入・支援は見送るという判断を行うことが、

財政的にも人的にも無駄な投入を行わないために重要であるという示唆が導き出された。

他方、仮に敵対関係を停戦から終戦に向かわせるためのハードルが高い国にあえて介入・

支援を行おうとするのであれば、中途半端な介入により制度化を先行させるというアプロ

ーチを取るのではなく、敵対関係に変化を与えることを目的とし、そのために必要な大規

模な介入・支援をためらわずに行うべきであるとの示唆も得られた。 

本研究では、最後に、本研究の理論フレームワークと政策的示唆の妥当性を確認するた

めに、最近のケースとしてアフガニスタンと東ティモールのケースについても簡易な分析

を行った。 


